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旭区地域福祉保健推進会議運営要綱 

 

 制 定 平成 24 年８月 27 日 旭福第 1018 号（区長決裁） 

最近改正：平成 29 年５月 26 日 旭福第 342 号（区長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、すべての旭区民が住み慣れた地域で健康でしあわせな生活を送れる街

づくりを目指して、旭区の保健・医療・福祉等の関係団体との連携強化等を図るために、

旭区地域福祉保健推進会議（以下「推進会議」という。）の運営に関し必要な基本事項を

定める。 

 

（目的） 

第２条 区長は、区内の地域福祉保健関係事業等に関し、次に掲げる事項について推進会議

の委員に意見を求める。 

(1) 地域福祉保健施策の総合的な推進に関すること。 

(2) 地域福祉保健計画の策定・推進・評価に関すること。 

(3) 区内における福祉保健医療に関すること。 

(4) 区内地域包括支援センターの事業等に関すること。 

(5) 区内で各機関が実施している事業等についての情報交換に関すること。 

(6)  その他、地域福祉保健施策に関すること。 

 

（委員） 

第３条 推進会議の委員は、次に掲げる者に就任を依頼する。 

(1) 福祉、保健、医療関係団体の者 

(2)  地域活動等の団体の代表者 

(3)  地域住民 

(4)  学識経験者 

(5)  その他知見を有する者のうち、区長が適当と認める者 

 

（座長） 

第４条 推進会議に進行役として座長１人を置く。 

２ 座長は、委員の互選によって定める。 

 

（会議） 

第５条 推進会議は、区長が招集する。 

２ 推進会議は、年 1回以上開催することとする。 

 



 
（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、旭区福祉保健センター福祉保健課において処理する。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 24 年８月 27 日から施行する。 

（要綱及び規約の廃止） 

２ 次に掲げる要綱及び規約は廃止する。 

(1) 旭区地域福祉保健計画推進委員会設置運営要綱（平成２３年６月２２日旭福第 

２５２号） 

(2) 旭区地域福祉保健推進会議規約（平成１６年１月２２日旭福第２７３号） 

 

附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 29 年５月 26 日から施行する。 

（要綱の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は廃止する。 

 旭区地域包括支援センター運営協議会・旭区地域ケア会議運営要綱 



令和７年度 旭区地域福祉保健推進会議 委員名簿 

 

 五十音順・敬称略  

 所属 氏 名 

１ 旭区医師会 岡田 孝弘 

２ 旭ケアマネット 洪 正順 

３ 旭区社会福祉協議会ボランティア分科会 酒井 むつ子 

４ 旭区連合自治会町内会連絡協議会 渋谷 八郎 

５ 旭区地域自立支援協議会 白鳥 基裕 

６ 旭区民生委員児童委員協議会 鈴木 敦子 

７ 旭区地域子育て支援拠点 ひなたぼっこ 中村 廣子 

８ 神奈川県立保健福祉大学 中村 美安子 

９ 旭区内社会福祉施設 弥生苑 西山 宏二郎 

10 旭区障害児者団体連絡会 林 正男 

11 旭区訪問介護事業所連絡会 細川 佳宏 

12 旭区保健活動推進員会 水谷 三枝子 

13 旭区社会福祉協議会 峰松 雅子 

14 社会福祉法人 大樹 山本 一郎 

15 旭区老人クラブ連合会 和田 栄一 

〔以上計 15名〕 



令和７年度 第２回旭区地域福祉保健推進会議 出席者名簿 

  

 職名等 氏 名 

１ 旭区長 権藤 由紀子 

２ 旭区副区長 田畑 哲夫 

３ 旭区福祉保健センター長 下澤 明久 

４ 旭区福祉保健センター担当部長 山本 千穂 

５ 旭区福祉保健センター医務担当部長 嘉悦 明彦 

６ 旭区福祉保健センター福祉保健課長 戸矢﨑 悦子 

７ 旭区福祉保健センター生活衛生課長 中条 圭伺 

８ 旭区福祉保健センター高齢・障害支援課長 國分 忠博 

９ 旭区福祉保健センターこども家庭支援課長 河合 太一 

10 旭区福祉保健センター学校連携・こども担当課長 有泉 廣隆 

11 旭区福祉保健センター生活支援課長 大塚 昌宏 

12 旭区総務課長 齋藤 修身 

13 旭区区政推進課長 西澤 美穂 

14 旭区地域振興課長 露木 昇 

15 
旭区福祉保健センター高齢・障害支援課 

地域包括ケア推進係長 
渡辺 那智 

16 旭区地域振興課地域力推進担当係長 奥村 友理 

【地域福祉保健計画事務局】 

17 旭区福祉保健センター福祉保健課 事業企画担当係長  山根 瑞季 

18 旭区社会福祉協議会 事務局長 工藤 久 

19 旭区社会福祉協議会 事務局次長 三木 渉 

20 今宿西地域ケアプラザ 所長 冨澤 伸太 

21 笹野台地域ケアプラザ 所長 星野 良介 
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区民意見募集

11月 第２回地域福祉保健推進会議

策定・公表スケジュール

５月 第１回地域福祉保健推進会議

６月 策定検討部会①

６～８月 団体ヒアリング

10月～11月 策定検討部会②③

11月 ジュニアボランティアアンケート

２月 第２回地域福祉保健推進会議

様々なご意見

素案

原稿

区計画

目次やコラムを追加

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

地区別計画

第４期計画の
振り返り

骨子案

反映

ご意見

デザイン

資料１

５月 策定検討部会④

７月 策定検討部会⑤

８月 第１回地域福祉保健推進会議

９月

～10月 反映

ご意見

２月14日 きらっとあさひ福祉大会（計画について説明）

３月下旬 区ホームページに掲載、各地域組織の会議で説明

４月 計画冊子、地区別リーフレットの一般配布

４～５月 広報よこはまに掲載

１月 データ完成
３月 冊子・リーフレット納品

原案
原案

公表



第５期きらっとあさひプランの広報の考え方

１．目的
(１) 地域住民がつながり、自分のできることで支え、ときには支えられ、お互いに

支えあうことで、みんなで住みやすいまちをつくるという計画の主旨を区民に広
く知ってもらう。

(２) 旭区全体で取り組む計画として、地域住民や関係機関の活動・取組の共通
目標を提示する。

(３) 区民が地域に興味・関心を持つきっかけとなるよう、地域の取組を紹介する。

２．方針
(1) 基本的な考え方

・紙媒体とデジタル媒体の特性を踏まえ、対象・目的別に使い分ける
・区民の関心や地域との関わりの度合いに応じた内容を発信する
・図やイラストを使い、平易な言葉で分かりやすく表現する

資料２

紙媒体

広報よこはまあさひ区版
（ウェブ版もあり）

【特性】 ・情報の信頼度が高い
【内容】 ・計画自体の紹介

・地域の活動・魅力紹介

地区別計画リーフレット
【特性】 ・地区で活用しやすい形態
【内容】 ・地区別計画、区計画概要ページ

計画冊子
【特性】 ・第５期計画の説明資料
【内容】 ・第５期計画の本体

・福祉教育ページを用意

デジタル媒体

SNS
【特性】 ・若い世代に届きやすい

・無意識に目に入る
【内容】 ・他媒体の発信内容の拡散

アプリ配信
【特性】 ・若い世代に届きやすい

・対象を絞って発信できる
【内容】 ・他媒体の発信内容の拡散

ウェブメディア
（ローカルメディア）

【特性】 ・地元情報を探す人が見る
・区ウェブページにリンク可能

【内容】 ・地域の活動・魅力紹介

区ウェブページ

【特性】 ・第５期計画のアーカイブ
（集約・蓄積・追加・更新）

【内容】 ・紙媒体の電子化
・区計画テキスト版
（音声読み上げ対応）

（２)広報媒体の概要

区ウェブ
ページ

【アーカイブ】

【広報媒体】【区民の関心・行動】

閲覧者
の流入

広報よこはま
あさひ区版

アプリ配信

ウェブ
メディア

地区別計画
リーフレット

計画冊子

調べる
行ってみる

地域への
関心・関わり

大

地域への
関心・関わり

小

気付く・知る
関心を持つ

活動する

情報の集約・蓄積、
追加

SNS



40～64歳

34%

20～39歳

33%
20歳未満

6%

65～74歳

6%

75歳以上

3%

無回答

18%

区民まつり

29%

施設の配布・配架チラシ

16%
各種SNS

6%

旭区HPを見た

6%

「レアリア」の記

事を読んだ

1%

その他

14%

無回答

13%

第５期きらっとあさひプラン素案に対する区民意見募集実施結果 

１ 実施概要

(1) 募集期間

令和７年９月 11 日（木）から令和７年 10 月 19 日（日）まで

(2) 周知方法

ア 広報よこはま

イ 旭区役所ホームページ

ウ 旭区役所 SNS（X、LINE）

エ 横浜市子育て応援アプリ「パマトコ」でのプッシュ配信

オ 学校・家庭連絡システム「すぐーる」でのプッシュ配信

カ 「レアリア」への記事掲載

キ 旭区連合自治会町内会連絡協議会、旭区民生委員児童委員協議会ほか、各種連絡会での周知

ク 旭区役所及び区民利用施設での計画素案冊子・チラシ配架

ケ 旭ふれあい区民まつりでの呼びかけ

(3) 設問

設問１ 旭区や自分の住むまちがどのようなまちになってほしいですか。

設問２ そのために、ご自分（または所属の団体・組織）でどのようなことができそうですか。

設問３ 計画全体についてのご意見があれば回答をお願いします。

任意アンケート①区民意見募集を知ったきっかけを教えてください。（電子申請のみ）

②年代を教えてください。

２ 回答者数

  １７１人 

３ 回答方法 ※電子申請のみ、のべ人数 

(1) 電子申請システム 107 人

(2) E メール １人

(３) はがき 13 人

(4) アンケート用紙（旭ふれあい区民まつりで配付） 50 人

４ 回答者の属性 

(1) 回答者の年代内訳

年代 人数 

40～64 歳 58 人 

20～39 歳 56 人 

20 歳未満 10 人 

65～74 歳 10 人 

75 歳以上 ６人 

不詳 31 人 

(2) 区民意見募集を知ったきっかけ （電子申請のみ、かつ重複回答あり）

きっかけ 件数 

区民まつり 52 件 

施設の配布・配架チラシ 28 件 

関係団体広報誌等 14 件 

知人に聞いた・施設や学校から案内があった 12 件 

各種 SNS 11 件 

旭区 HP を見た 11 件 

「レアリア」の記事を読んだ 2 件 

その他 24 件 

内、パマトコ （５件） 

内、すぐーる （２件） 

無回答 23 件 

(ｎ＝177件) 

(ｎ＝171人) 

資料３ 

関係団体広報誌等 

８％ 

知人に聞いた・施設や 

学校から案内があった 

７% 



５ いただいたご意見 

ア 設問１ 「旭区や自分の住むまちがどのようなまちになってほしいか」

【回答件数】 166 件 

【内容】 

＜意見抜粋＞ 

・子育てしやすい街。

・子どもたちが安心して楽しく暮らせる、明るい街。 人が集まる街になって欲しい。

わざわざ来たいと思える場所になって欲しい。

・緑豊かな環境を守りつつ、子育て世代が安心して暮らせる防災や防犯面でも安心できる地域。

・誰もが人や環境に優しい街。

・安全安心に暮らせる町。

・孤独を感じない地域になってほしい。

・災害が起きた時に助けあえる地域。

・隣近所、地域が子どもから高齢者、障害者へも関心を持ち、気になる人に対し声かけしあえるまち。

・特に、ひとり親家庭や子どもが孤立しないよう、受け入れが手厚いまち。

・未来を担う子どもたちが、自分らしく成長できるまち。子どもを中心に、われわれ大人たちが

しっかりとサポートできるまち。

イ 設問２ 「設問１のようなまちにするために、自分にできそうなこと」

【回答件数】12８件 

【内容】 

＜意見抜粋＞ 

・現時点である子育てイベントに沢山参加する。 交通ルールやマナーをしっかり守り続ける。

・子育てしている人が孤独にならないように集まれるイベント、保育園施設等と連携して旭区在住の方が気軽に

いける、参加できるものがあれば参加したい。

・地域の一員として子育てや地域活動に積極的に参加し、子どもたちが健やかに育つ環境づくりに貢献したい。

・近所の人に挨拶する。回覧板を気にする。

・どの場所へ行っても、コミュニケーションを大切にしたい。

・地域の安全のために自転車に「安全パトロール中」のステッカーを貼って走るみたいな、日常と

リンクしてできそうなことにも取り組めると思います。

・地域のイベントなどに参加し顔見知りをつくる。

・声がけをして防犯につとめる。

ウ 設問３ 「計画全体についてのご意見」

 【回答件数】82 件 【「計画全体についてのご意見」への対応】 

ご意見を踏まえて素案を修正するもの ３件 

ご意見の趣旨が素案に含まれているもの、または素案に賛同いただいたもの 28 件 

今後の取組の参考とするもの 40 件 

その他感想等 11 件 

※ ご意見は、内容により分類し、内容の重複や個人の識別性が高い情報、難解な文章などについては要約して

掲載しています。そのため、表中のご意見数と意見件数が異なることがあります。

※ 詳細は、「別紙１ 計画全体についてのご意見」への対応の詳細」を参照してください。

子育て世代が安心して暮らせるまちづくり 61件

安心・安全で快適な生活環境の整備 42件

孤立を防ぎ、つながりを育む地域づくり 37件

暮らしやすさを支える都市インフラの改善 10件

未来を見据えた持続可能な地域社会の構築 8件

その他 8件

テーマ別意見数

子育て世代が安心して暮らせるまちづくり 49件

孤立を防ぎ、つながりを育む地域づくり 37件

安心・安全で快適な生活環境の整備 29件

未来を見据えた持続可能な地域社会の構築 6件

暮らしやすさを支える都市インフラの改善 5件

その他 2件

テーマ別意見数

孤立を防ぎ、つながりを育む地域づくり 17件

子育て世代が安心して暮らせるまちづくり 17件

暮らしやすさを支える都市インフラの改善 15件

未来を見据えた持続可能な地域社会の構築 6件

安心・安全で快適な生活環境の整備 4件

その他 23件

テーマ別意見数
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「計画全体についてのご意見」の詳細と対応

１ ご意見を踏まえて素案を修正するもの 

No. ご意見 対応の考え方 

1 第 2 章の 2 の 1「旭区の現状と課題」の中で【・困っ

たときに助けあえる人と人とのつながりが減少】【・

「社会的孤立」や「複合化・複雑化した生活課題」の増

加】との記述に沿い、旭区の特徴も「人と人とのつな

がり」「支えあい」が必要となる特徴を記すべきで

す。 特に、図 5 の【こども】の部分は、変更が必要だ

と感じます。旭区はひとり親の世帯や生活保護受給

世帯、課題が複雑化して孤立状態となっている養育

困難家庭がとても多い区です。旭区役所への相談件

数なり、社会的養育推進計画に記載のある旭区の要

保護・要支援児童数を記してはどうでしょうか。「年

少人口が増加している地区もある」では地域づくり

に繋がらない気がします。 

ご指摘を踏まえ、掲載データについて関係

課と協議いたしましたが、機微な情報である

ことからご提案いただいた情報を冊子に掲

載することは見送らせていただくことといた

しました。 

2 第 2 章「第 5 期計画策定の背景」図 5 「データから

見る旭区の特徴」について、現状と課題がよりわか

るように、 世帯のところは、単身世帯や後期高齢者

に加え、子育て中のひとり親世帯の割合や生活困窮

世帯の情報を掲載してほしいです。 こどものところ

は、旭区の要保護児童数、要支援児童数、精神疾患

の親が子育てしている数を掲載した方が、より地域

を理解しやすくなると思います。 こどもの特徴に記

載してある、 ［年少人口が増加している地区もあ

る］は、人口の欄で良いのではないでしょうか。 

３ 全体的によみやすいと思いましたが、第３・４章が似

ているけど似ていない図が何回も出てきて、わかり

にくかったです。 

あと図３がよくわかりませんでした。 

ご指摘を踏まえ、当該章の記載について

再度検討し、図の整理を行いました。 

資料３ 別紙 
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２ ご意見の趣旨が素案に含まれているもの、または素案に賛同いただいたもの 

No. ご意見 対応の考え方 

1 楽しいだけでなくみんなが安心して暮らしていける

まちにするために一般の人も話し合いに参加できる

ようになったらいいと思います。 

ご意見をいただいたとおり、地域の皆様で

話し合うことで、皆様が安心して暮らしてい

けるまちづくりにつながるものと考えていま

す。 

第４章「区全域計画」柱２に記載の通り、第５

期きらっとあさひプランでは今後、そうした

取組を地域の皆さまとともに進めてまいり

ます。 

2 居場所づくりなどが書かれていますが、子育て関係

の催しやサロン等は基本平日しかなく、子どもが 0

歳から共働きなのでほとんど参加できませんでし

た。結局近所の友達や知り合いもできませんでし

た。隣近所は同世代の子どもがいる家ばかりですが

価値観が合わず挨拶しかしません。保育園の親御さ

んもあった人と挨拶するだけです。孤立感を感じま

す。頼れる人は区外・市外の親だけです。 

ご意見をいただいたとおり、働き方などのラ

イフスタイルが多様化する中にあっても人と

つながることができる機会が求められてい

るものと考えております。 

第４章「区全域計画」柱１に記載の通り、第５

期きらっとあさひプランでは今後、そうした

取組を進めたいと考えております。 

なお、旭区内に 13 館ある地域ケアプラザで

は子育て世代に向けた事業の開催もあり、

週末にもお立ち寄りいただけますので、ぜひ

ご活用ください。 

3 過去の実績の効果を知りたい。人とのつながりが希

薄になったとの事ですがどんな現象出ています

か？ 

これまでのきらっとあさひプラン計画期間

で取り組んできた買い物支援や住民同士の

交流の場づくり、地域でのゆるやかな見守り

活動等は、旭区全域で継続され、取組が広が

ってきています。 

一方で、人と人とのつながりの希薄化が進

み、困ったときに誰にも相談できない「社会

的孤立」により、問題が深刻化してしまうケ

ースが増加しています。 

また、問題が複数の分野にまたがるために

従来の制度だけでは支援が難しく、柔軟な対

応が必要な人たちの存在が浮き彫りになっ

ています。（第２章 第５期計画策定の背景

「２ 第４期計画の振り返り」における「１ 旭

区の現状と課題」より） 
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No. ご意見 対応の考え方 

4 現状のボランティアは本当に必要な方に届いており

ません。もう少し俯瞰した見方をし、バランスを考え

たきめ細かい役所的でない対応が求められます。 

ご意見をいただいた点については課題と捉

えています。支援が本当に必要な方に届くよ

う、地域の実情をより深く理解し、現場の声

を丁寧に拾い上げることが重要だと考えて

います。 

また、「役所的でない対応」についてのご提

案も真摯に受け止めております。制度や枠組

みにとらわれすぎず、柔軟できめ細やかな支

援ができるよう、関係機関や地域の皆様と

連携しながら、より俯瞰的な視点でバランス

の取れた取り組みを進めてまいります。 

今後とも、皆様のご意見を大切にしながら、

地域に根ざした福祉の実現に努めてまいり

ます。 

5 ひとり暮らしなので、話し相手をさがしています。 お住いの近くの地域ケアプラザ等では地域

の皆様が集まるイベントやサロン等が開催さ

れています。ぜひ、ご参加を検討いただけま

すと幸いです。 

6 一人暮らしの人への見守りや、粗大ごみの運び出し

等のサポートは、現状、原則高齢者が対象になって

います。しかし、少子高齢化を受けて、中高年であっ

ても一人暮らしで親族がいない人が増えてきてい

ます。女性の一人暮らしの場合、力仕事は 1 人では

難しいですし、男女関係なく体調不良の時はサポー

トが必要です。一部負担金があっても構わないの

で、高齢者だけでなく年齢に関わらず、サポートが

必要な人にサービスを拡大することを検討していた

だきたいと思います。 

ご意見をいただいたとおり、お困りであって

も制度の狭間にあたってしまい、必要と感じ

る支援が受けられないことは課題と捉えて

います。 

第４章「区全域計画」柱２に記載の通り、誰も

取り残さない支援体制づくりに向け、各機関

でこれまで以上に連携できるよう、第５期き

らっとあさひプランでは今後、そうした取組

を地域の皆さまや事業者、関係機関等とと

もに取り組んでまいります。 

具体的なサービスについては、地域福祉保

健計画で直接対応することは難しい内容で

すが、今後の計画推進の参考とさせていた

だきます。 

7 支援制度においては、本当に困っている市民が公平

に受けられる仕組みづくりをお願いしたいです。 
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No. ご意見 対応の考え方 

8 理念は分かりやすいですが、具体的な取組みや活動

の事例の掲載があるとよりイメージしやすい。 

また目標がどう効果を発揮し、変化につながるの

か、データや具体例もあるといいなと思いました。 

具体的な取組や活動の事例は、第４章「区全

域計画」の柱１・２・３にてご紹介しております

が、冊子内コラムにて事例を掲載したいと考

えています。 

ご意見を踏まえ、理念のイメージがより具体

的に伝わるよう工夫いたします。 

効果や変化に関するデータの掲載は現在予

定していませんが、「基本理念」の実現に向け

て、地域の皆さまや事業者、関係機関等とと

もに取り組んでまいります。 

9 旭区でも外国籍住民が着実に増加しており、今後さ

らに増えると予想されます。そのため「きらっとあさ

ひプラン」に多文化共生の推進を明確に位置づけて

いただきたいと考えています。 

第４章「区全域計画」柱１に記載の通り、「相

互理解」を３つ目の目標としています。 

ご意見にある外国籍の方も含め、旭区には

多様な住民が居住しており、「安心して自分

らしく暮らせるまち」という基本理念の実現

に向けて、「相互理解」は大事な要素だと考

えています。 

第５期きらっとあさひプランでは今後、そう

した取組を地域の皆さまや事業者、関係機

関等とともに取り組んでまいります。 

10 「きらっとあさひプラン」の理念は賛同できるが、プ

ランの実行に向けて行政から地域(自治会、連合自

治会)への依存度が更に増えることが懸念されま

す。 住民の高齢化、ライフスタイルの変化などによ

り自治会役員は大変疲弊しています。 時代の変化

を見据えながら、安直に地域に依存するのではな

く、関連の NPO 法人の積極的活用などによってプ

ランの実行を進めてほしいです。 

ご意見いただいたとおり、社会状況の変化

に伴い地域の役員・活動者の皆様への負担

が増していることも課題の一つと考えてい

ます。 

第４章「区全域計画」柱３で「企業や法人など

の参画」を２つ目の目標に掲げている通り、

持続可能な地域づくりに向けて多様な主体

が地域の一員として活躍できるよう、地域の

皆さまや事業者、関係機関等とともに取り組

んでまいります。 

11 どこかの世代に負担が偏ることのない、みんなが協

力しようと思えるようなまち作りができると良いと

思います。 昔からやっていたからではなく、今の時

代にあった形に合わせて、リニューアルしていける

ところはしていけるといいとも考えます。（例えば、

SNS の活用など） 
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No. ご意見 対応の考え方 

12 始めて計画全体を見ました。分かりやすくまとめら

れていて読みやすかったです。既存の計画や団体と

の繋がりも活かしながら全体計画をたてられていて

いいなと思いました。私たち一人ひとりにできるこ

とが書いてあることで、自分もまちの担い手であ

り、できることがあると感じることができました。 

いただいたご意見のとおり、今後も地域の

皆さまや事業者、関係機関等とともに計画

を推進していければと思いますので、引き続

きご理解・ご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

13 お互い様様、おかげ様様でみんな楽しく生きていた

い。 

14 地域ケアプラザ自体大変良い事を沢山計画して下

さっていますが、知らない人が多く、自治会や老人

会その他のグループ活動をしている人等あらゆる機

会を通してもっと宣伝すると良いと思います。ほか 

ご意見いただいたとおり、取組を広く適切に

周知することも課題の一つと考えています。

自分の住むまちに関心を持ち、地域の活動

に参加するきっかけにもなるよう、すでに行

っている周知方法の工夫に加え、SNS やア

プリといった新しい媒体の活用等に取り組

んでまいります。 

15 ジュニアボランティアの担い手不足が課題になって

いるというお話を伺ったのですが、学生の中でもジ

ュニアボランティアについて知っている者がいなか

ったので、活動について知ることができる機会が増

えたらいいなと思いました。 

16 旭区について調べる際、アプリやSNSがあることま

で調べられなかったため、旭区のアプリやSNSにつ

いてのポスター等を区役所に掲示してほしいです。 
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３ 今後の取組の参考とするもの 

No. ご意見 対応の考え方 

1 不登校の相談、支援いついて分かりやすいように

してほしいです。 

子ども・子育て世代が安心して暮らせるまち

づくりに関するご意見として受け止め、所管

部署に共有いたします。 2 不登校の子の居場所が少なすぎて、親の負担が多

いです。不登校に寄り添うために仕事も辞めたり

セーブしている親は、高い料金のフリースクールに

入れられません。 不登校が増えている背景を考え

た計画を望みます。 

3 ぜひもっと子育て支援、街づくりに力を入れてくだ

さると幸いです。 

4 産後ケアの利用が生後 3 ヶ月までというのが短す

ぎます。私が行った病院は病院独自の産後ケアだ

と半年まで大丈夫とのことだったので、半年まで

OK にしてほしいです。 

5 旭区には、子育て拠点となる遊具ありの大型の公

園や、水遊び場がありません。 子どもが遊べる施

設をもっと増やしてほしいです。 

6 夏は暑くて走り回って遊べる場所がなくて、困って

います。室内でエアコンが効いてる中走り回って遊

べる場所が欲しいです。 

7 支援センターに行きたいが夏は日中暑すぎて子ど

もと外出しにくいので19時くらいまで開いている

とうれしいです。 

8 市の将来を考えたとき、少子化対策こそが最優先

課題だと考えます。子どもを産み育てやすい制度

の強化はもちろん、地域資源を守り、治安や安全を

確保することが次世代への責任だと思います。 

9 地区センター等で貸し出している本のウェブ予約、

検索ができる様にしてほしいです。各施設に置い

てある冊数が少ないので借りたい本がなかなか無

く、図書館も少ないので本を読む機会に恵まれま

せん。 ほか 

地域福祉保健計画で直接対応するのは難し

い内容ですが、暮らしやすさを支える都市イ

ンフラの改善に関するご意見として受け止

め、所管部署に共有します。 
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No. ご意見 対応の考え方 

10 道も狭く、死亡事故が起きてもおかしくない場所

が多いので、道路の舗装なども、見直していただけ

ませんか。これからを生きていく大切な子どもたち

のために、どうかご検討お願いいたします。 ほか 

地域福祉保健計画で直接対応するのは難し

い内容ですが、安心・安全で快適な生活環境

の整備に関するご意見として受け止め、所管

部署に共有します。 

11 公園に時計、トイレが無く利用しづらいです。トイレ

があれば普段は利用するのに便利で、清掃員が見

回りを兼ねてくれたら安全も担保されてより安心

できます。 

12 白根アパート前の団地跡地を有効活用してほしい

です。 

13 日本人として、現代にあった和文化を次世代に継

承していけるよう、文化施設を整えていただきた

いです。 

14 具体的なマイルストーンを掲示してほしい。 第５期きらっとあさひプランに対するご期待

と受け止め、「基本理念」の実現に向けて、地

域の皆さまや事業者、関係機関等とともに

取り組んでまいります。 

 

 

４ その他感想等 

No. ご意見 対応の考え方 

１ 地域活動に対する意見として。生活が苦しい中で

無報酬で活動するのは簡単ではなく、本来は報酬

やインセンティブがあってよいと思う。それでも時

間を割いて活動してくださる方への感謝を忘れな

いようにしたいし、そういう感謝の声を集めて届け

てあげてほしい。 

第５期きらっとあさひプランに対するご期待

と受け止め、「基本理念」の実現に向けて、今

後の取組の参考といたします。 

２ ご近所付き合いが濃密過ぎて、断れない人は疲れ

きってしまい、自身の仕事や暮らしに支障をきたす

ため、他人との繋がりはいりません。もし、自分の

身に何か起きても、全て自己責任として負い他人

に頼るつもりはありません。 

３ 旭区は高齢者が多いので、高齢者の計画も多いこ

とかと思いますが、子育て世帯が増えると活気付

くと思うので、その世代にもアピールできればいい

と思います。 
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No. ご意見 対応の考え方 

４ 「第 4 章 区全域計画」に計画の主体として「一人ひ

とり」「地域組織」が実践することが書かれています

が、地区別計画は区全域計画と同時並行で作成し

ているため、ここで掲げられている取り組みは地

区としては初耳であり、地区別計画にも意識的に

は盛り込まれていません。 

また「第 5 章 地区ごとの取組(地区別計画)」の「4 

地区ごとの取組と話し合い」に地区別計画推進会

議を定期的に持つと書かれていますが、少なくと

も我々の地区に対しては区からはそのような要請

はされておらず、現時点では定期開催する予定は

ありません。全体計画を作成した後、それを元に地

区別計画を作成すべきではないでしょうか。 

ご指摘のとおり、第５期地区別計画の策定で

は、区全域計画を基にしていただくという進

め方はいたしませんでした。 

今回は２つの計画の違いを踏まえ、このよう

な形をとることといたしました。 

第３章に記載のとおり、地区別計画は地区の

特性等を活かしながら地区の課題を解決す

ることを中心とした計画です。 

一方、区全域計画は区域全体の課題に対応

し、地区別計画の推進を支援することを目的

としています。 

そのため、今期においては計画策定を同時

に進めることといたしました。 

また、各地区で必要とされる取組を進めるこ

とが、各地区の目指す姿、ひいては旭区の基

本理念「地域で支えあい 安心して自分らし

く暮らせるまち 旭区をつくろう」につなが

ると考えます。 

地区別計画の推進では、地区ごとに異なる

推進体制があることは承知しております。 

第５章に掲載している推進方法は一例とし

て参考と考えていただき、地区にあったやり

方で計画の推進にご協力をいただけますと

幸いです。 

５ 区役所に行くと必ず申請等されている外国人を見

かけます。周りには外国人ネットワークがありま

す。 

次世代の子ども達のことを考えてほしいです。 

ほか 

第４章「区全域計画」柱１に記載の通り、「相

互理解」を３つ目の目標としています。 

ご意見にある外国籍の方も含め、旭区には

多様な住民が居住しており、「安心して自分

らしく暮らせるまち」という基本理念の実現

に向けて、「相互理解」は大事な要素だと考

えています。 

第５期きらっとあさひプランでは今後、そう

した取組を地域の皆さまや事業者、関係機

関等とともに取り組んでまいります。 
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No. ご意見 対応の考え方 

6 障害関係のプランをより多くして欲しいです。 地域福祉保健計画は、個別の分野に限った

計画ではなく、障害のある方も含めた皆様

が地域で支えあい、安心して自分らしく暮ら

せるまちをつくるための計画です。 

障害関係の内容としては、第４章「区全域計

画」のコラムで、障害がある方もない方も一

緒に楽しむことから障害理解が深まる取組

の事例を紹介していますのでぜひご覧くだ

さい。 
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第１章 きらっとあさひプランの概要

地域福祉保健計画を取り巻く状況

　孤立せずにその人らしい生活を送ることができる、暮らしやすい地域社会をつくっていく
ためには、人と人とがつながり、お互いを認めあうことが大切です。また、支える側・支え
られる側という関係を超えて、お互いに支えあうことが求められます。
　そのためには、一人ひとりが「自分が暮らしているまち」に関心を持ち、地域に関わるす
べての人・組織が協力して、生活課題・地域課題などの解決に向けて取り組むことが重要です。
　地域の目指す姿を実現するために進めていく取組を、立場の異なるみなさんで共有できる
よう明文化したものが、地域福祉保健計画です。

2 求められる「人と人とのつながり」と「支えあい」

1 地域社会の変化

　少子高齢化に伴い、人口減少が進行している現在の地域社会では、仕事や子育てにおける
ライフスタイルの変化も見られます。その結果、家族や同僚、隣近所との人間関係が希薄に
なり、人と人とのつながりがさらに弱まっています。（詳細は、５ページ「困ったときに助
けあえる人と人とのつながりの弱まり」を参照）
　令和５年版　厚生労働白書にもあるとおり、こうした現状から生活課題の複合化・複雑化、
困ったときに相談できず問題が深刻化するケースが増加し、価値観の変化に伴う地域の担い
手不足も進んでいます。

1

地域福祉保健計画の位置づけ

　社会福祉法では、市町村は地域福祉の推進に関する事項を定める「市町村地域福祉計画」
の策定が努力義務として規定されています。
　横浜市では、 福祉と保健の取組を一体的に進めています。
市全体の基本理念と方向性を示す「市計画」、18 区ごとの特性に応じた「区全域計画」、

より身近な地区課題に対応する住民主体で策定・推進される「地区別計画」の３つの計画で
構成されています。

1 計画の法的な位置づけと期間

区全域計画・地区別計画・地域福祉活動計画の計画期間と変遷図 2

地域福祉保健計画の構成図 1

年度

区全域計画

地区別計画

地域福祉活動計画

2006年度～　
　　2010年度

2011年度～　
　　2015年度

2016年度～　
　　2020年度

2021年度～　
　　2025年度

2026年度～　
　　2030年度

第１期
きらっとあさひ

プラン

第 3期
地域福祉
活動計画

第２期
きらっとあさひ

プラン

第３期
きらっとあさひ

プラン

第４期
きらっとあさひ

プラン

第５期
きらっとあさひ

プラン

市計画

基本理念と方向性
区全域
計画

区全域
計画

区全域
計画

区全域
計画

区全域
計画

区の特性に応じた中心的計画（18区） 地区の取組
（地区連合・自治会町内会単位など）

地区別
計画

地区別
計画

地区別
計画

地区別
計画

地区別
計画

地区別
計画

地区別
計画

策定・推進の
支援

解決困難な
区の課題

策定・推進の
支援

解決困難な
地域の課題

区 計 画

　第２期計画から、「区全域計画」に加え「地区別計画」の策定が開始しました。また、区
社会福祉協議会（以下「区社協」という。）の「地域福祉活動計画」と統合し、一つの計画
として一体的に進めています。
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　地域福祉保健計画では、横浜市で策定する様々な分野別計画に共通する理念や方針及び取
組推進の方向性を横断的に示し、区民の地域生活の充実を図ることを目指しています。また、
地域に関わるすべての人・組織が取り組む内容を計画に示すことで、地域全体の取組の推進
をとりまとめる役割を果たします。

2222222 分野別計画との関係

分野別計画と地域福祉保健計画の関係性図 3
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こ
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横
浜
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・
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事
業
計
画

健
康
横
浜
21

分野別計画を横断的につなぐ基
本の仕組み
・地域連携ネットワーク
・住民間の横の連携支援
・行政、専門機関、市民活動団体
などの横の連携

各計画の対象者の地域生活を支
えるため、地域福祉保健計画に
位置づけられた取組と連動して
進めるべき取組　など
例：地域での見守り・支えあい、
身近な地域で参加できる機会の
充実　など

個別法による対象者のニーズに
応じたサービス量の整備　など

横浜市成年後見制度
利用促進基本計画

横浜市生活困窮者自立支援制度業務推進指針

第５期横浜市地域福祉保健計画

（横浜市地域福祉保健計画・横浜市地域福祉活動計画）

本計画と
一体的に
策定・推進

本計画の
取組と連携
しながら
計画的に推進

地域福祉保健計画に関係する計画
●横浜市自殺対策計画
●横浜市子どもの貧困対策に関する計画
●横浜市教育振興基本計画
●横浜市再犯防止推進計画
●横浜市人権施策基本指針

3

　「きらっとあさひプラン」は、旭区地域福祉保健計画の愛称です。区全域計画と 19の地区
別計画から構成されています。
　「きらっとあさひプラン」は、区民一人ひとり、地域組織・関係機関、支援機関（区役所・区
社協・地域ケアプラザ）が、それぞれの取組を実践するとともに、協働して推進していく計画
です。
2006 年度から施行された第１期 からこれまでの計画期間で、様々な取組が進んできまし
た。2026年度からは第５期きらっとあさひプラン（以下「第５期計画」という。）が始まりま
す。

計画期間ごとに見る取組の推進図 4

2006年度～2010年度
第１期計画

2011年度～2015年度
第２期計画

2016年度～2020年度
第３期計画

2021年度～2025年度
第４期計画

2026年度～2030年度
第５期計画

ジュニアボランティア

健康づくりの取組

買い物支援 移動販売

子ども食堂・地域食堂

サロン・住民同士の交流の場

障害理解講座

旭区徘徊 SOSネットワーク協賛店

地域でのゆるやかな見守り活動

元気づくりステーション

ウォーキング、街ぐるみ健康づくり教室など

きらっとあさひプランとは
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第２章　第５期計画策定の背景

　旭区は、1969 年 10 月に保土ケ谷区から分区し、誕生しました。人口は 24 万人（18 区中
６番目）、面積は 32.7km2（18 区中４番目）です。ズーラシアや里山ガーデン、こども自然公
園など大きな公園がある自然豊かな区です。また、地区により人口の年齢構成や交通の利便性
などに違いがあることが特徴です。

　旭区の人口は 2003 年にピークを迎えました。社会増（転入者が転出者より多い）は増え
ていますが、自然減（死亡数が出生数より多い）が、社会増を上回っていることにより、人
口減少が続いています。また、高齢化が進行しており、高齢者数は全 18 区で３番目に多く、
今後は 75 歳以上の後期高齢者が増加することが見込まれます。単身世帯の増加により、世
帯規模は縮小傾向にあり、家族形態が変化しています。
　また、就労においては、全国と同様に、女性や高齢者の就業率が上昇しています。終身雇
用や短期雇用など様々な雇用形態が増えていることに加え、テレワークやフレックスタイム
制度などといった働き方そのものも多様化しています。
区民意識調査の回答からも近所づきあいを求める人の割合が増えていることが分かります。

　こうした社会状況の変化に加えて新型コロナウイルス感染症の流行を背景にしたライフス
タイルの変化が影響し、家族や同僚、隣近所における人と人とのつながりが弱くなってきて
います。

　人と人とのつながりが希薄化する中で、困ったときに誰にも相談できない「社会的孤立」
により、問題が深刻化してしまうケースが増加しています。また、問題が複数の分野にまた
がるために従来の制度だけでは支援が難しく、柔軟な対応が必要な人たちの存在が浮き彫り
になっています。

旭区の概要

第４期計画の振り返り

1 旭区の現状と課題

困ったときに助けあえる人と人とのつながりの弱まり

「社会的孤立」や「複合化・複雑化した生活課題」の増加

例）・80 代の親がひきこもり状態にある50代の子の生活を支えるといった「8050 問題」
 ・親の介護と育児などが同時進行となる「ダブルケア」
 ・家族の介護や家事などを子どもが過度に行う「ヤングケアラー」　
 ・社会から孤立した状態で亡くなり、長期間気づかれない「孤立死」

はち まる ごう まる

5

ゆるやかに減少
働く人の割合が増加
人口 24.13 万人 [24.66 万人 ]
労働力率 58.7%[56.5％]
女性　 49.4%[45.7％]
高齢者 23.1%[20.2％]

単身世帯割合が増加
（特に後期高齢者）
世帯数 [2.1 人 ] 

地域活動は活発
新規担い手不足

自治会町内会加入率
市内２位 72.0％

老人クラブ数・会員数 市内１位
ジュニアボランティア 平成 12年～

年少人口が増加している
地区もある

年少人口 2.57 万人 [2.85 万人 ]
年少人口割合 10.6%[11.5％]

後期高齢者が増加

前期高齢者割合 11.3%[13.2％]
後期高齢者割合 18.5%[16.1％]
認知症高齢者数【推計】

1.48 万人 [1.30 万人 ]

障害者入所施設等が多い

入所施設　市内１位　５か所
グループホーム　市内１位

146か所

大規模公園などがあり
緑が多い

区内で利便性に
違いがある

各種鉄 の直通運転により、駅
周辺は利便性が高い
駅やバス停の遠いエリアがある

大規模な団地に
約10％の人が暮らす

平均自立期間は
少しずつ伸びている

挨拶する程度の近所づきあいを望む人の増加

望ましい隣近所との付き合い方（上位３位）
顔を合わせたら挨拶する程度 35.8%[27.5％]
立ち話や世間話ができる　　 30.4%[37.2％]
困ったときに相談や助け合う 18.4%[21.6％]

※１ ※２

※３

※４

※５

主主な団地の人口／高齢化率※８

自立して生活できる期間の平均
男性　79.8 年 [79.6 年 ]※９

女性　84.1 年 [83.4 年 ]※９

◆データ出典元・基準日 横浜市住民基本台帳人口 2025年９月 30日 [2020 年９月 30日 ]　注釈のついていない数値はこちらを使用しています。
※１ 国勢調査 2020 年 [2015 年 ] ※２ 自治会町内会加入世帯数及び加入率の推移 2025年４月１日
※３ 横浜市老人クラブ会員数・単位クラブ数 2025年４月１日 ※４ 障害者入所施設数 2025年 10月１日
※５ 障害者グループホーム数 2025年９月 30日
※７ 横浜市都市公園データ集 2025年３月 31日

６※ 横浜市緑被率調査 2019 年度
８※ 横浜市日常生活圏域等別データ 2024年９月 30日

※９ 平均自立期間 2021-2023 年の移動平均値 [2016-2018 年 ]

◆認知症高齢者数【推計】の計算方法
　「日本における認知症の高齢者人口脳将来推計に関する研究（九州大学 ,2014 年度）」の「認知症有病率が上昇する場合」を使用し、横浜市住民基本台帳を基に
算出しました。

データから見る旭区の特徴図5 [　] 内は、５年前の数値
※５年前に比べ増加 減少

年少人口（15歳未満）
前期高齢者人口（65歳から 74歳まで）
後期高齢者人口（75歳から）

緑被率 33.9％ 市内２位
都市公園面積割合 5.72％

市内３位

※６

※７

人 口 世 帯 地域活動

こども 高齢者 障害者

環 境 交 通 住まい

健康・医療 近所づきあいに対する区民の意識
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平均世帯人数 2.0 人 [2.1 人 ]
単身世帯割合 43.4%[39.5％]
後期高齢者 14.0%[12.1％]



目指す姿１
誰もが、ともに生きるまち（相互理解・権利擁護など）
●幅広い世代に対して、認知症や障害、生活困窮、権利擁護に関する啓発を進めました。
●子どもの頃から思いやりの意識を醸成する機会や地域への関心を持つ機会をつく
りました。

●地域の中での子どもの居場所づくりを進めました。

目指す姿２
みんなが、声をかけあえるまち（見守り・交流、ネットワークなど）
●夏祭りなど誰もが参加しやすいイベントの開催やあいさつ運動など、身近な地域
での顔の見える関係づくりに取り組みました。

●地域サロンや移動販売などを通じた、ゆるやかな見守りの機会づくりを進めました。
●分野や地区ごとの連絡会を開催し、地域における課題や取組の方向性について話
し合いました。

目指す姿３
ひとりひとりが、自分らしくいられるまち（自分らしく参加など）
●ホームページやSNSなどオンラインによる地域の活動の情報発信に取り組みました。
●健康づくりをきっかけとし、仲間とともに自分らしく元気に暮らすための取組を
進めました。
●地域の活動の担い手の育成を目的として地域の活動に関する研修や講座などを開
催しました。

「目指す姿」ごとの取組例

　旭区では、身近な地域での支えあいの仕組みづくりや地域のネットワーク向上に
取り組んできました。

2 第４期計画の取組成果

7

認知症について
正しく理解するための講座

目指す姿１

目指す姿２

目指す姿３

地域の中にある子どもの居場所

スーパーが地域に出向く移動販売

通学を見守るボランティア

健康づくりのためのサークル活動

障害等のある方の外出に付き添う
ボランティア講座
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計画の方向性

第３章　第５期計画について

　活動団体の代表者などで構成される旭区地域福祉保健推進会議や旭区地域福祉保健計画策定
検討部会、活動団体へのヒアリング、ジュニアボランティアへのアンケートなどを通じて、区
内の福祉・保健・医療の関係機関・団体の代表や住民の代表の方々から、御意見をいただきました。
いただいた御意見は、暮らしやすいまちづくりに向けて、第５期計画の取組内容に反映してい
ます。

策定経過

柱１　日常的なつながりを通じた地域づくり
　人と人とのつながりの希薄化に対応するため、交流の場や機会を新たに増やし続けていく
ことは大切ですが、一部の人に負担が偏ってしまう可能性があります。持続可能な地域づく
りの取組として、日頃からの挨拶や買い物などを交流の場や機会の一つとして捉え、無理の
ない日常的なつながりを通じた地域づくりに取り組みます。

柱２　困ったときでも安心して暮らせる体制づくり
　社会の変化とともに複合化・複雑化する生活課題に対して、一つの組織（支援機関、地域
組織・関係機関）だけでは十分な対処が難しいケースが増えています。そのため、分野の垣
根を越えた連携体制づくりに取り組みます。

柱３　地域参加のための環境づくり
ライフスタイルの変化などにより、地域の担い手が不足しています。興味関心のあること

などをきっかけに、地域の活動へ参加する心理的ハードルを下げ、できる範囲で自分事とし
て地域の活動へ気軽に参加できる環境づくりに取り組みます。

地域で支えあい　安心して自分らしく暮らせるまち　旭区をつくろう
　人と人とのつながりの希薄化などの地域の課題が続いている中で、これまで行ってきた地
域のつながりづくりや支えあいの取組は重要なものとなっています。そのため、第５期計
画では、第４期計画の基本理念を継承し、み で支えあう地域を実現するために必要な
取組を継続していきます。

1 基本理念

　基本理念を継承する一方で、社会状況の変化に合わせ、第５期計画を長期的に持続可能な
ものとするため、現在の社会状況に合わせて重点的に取り組むべきことを次の３つの柱とし
て設定しています。

2 重点的な取組

9

構成
　区全域計画と地区別計画 は、区全域や各地区の特徴を活かしながら、基本理念を実現する
ための取組を進めてい ます。 構成を図にすると次のとおりです。

図 6  の構成

基本理念・柱の目標を
実現するための取組

地区別計画
地域のみなさんが
策定・取り組む計画

地区ごとの課題を解決するための取組

区全域計画
区役所・区社協・地域ケアプラザが
旭区のみなさんとともに
策定・取り組む計画

区全域に共通する課題に対する取組

地区別計画を支える取組

〈基本理念〉
地域で支えあい　安心して自分らしく暮らせるまち

　旭区をつくろう

柱２
困ったときでも
安心して暮らせる
体制づくり

柱１
日常的なつながりを
通じた地域づくり

柱３
地域参加のための
環境づくり
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第４章　区全域計画

　区全域計画は、区役所・区社協・地域ケアプラザが、旭区のみなさんとともに策定・取り組
む計画です。基本理念の実現に向け、旭区の特性に応じて、区全体の方針や取組を示していま
す。地区別計画では解決が難しい、旭区全域に共通する課題に取り組むとともに、地区別計画
の取組を支援します。

区全域計画とは

柱ごとの目標図7

柱 1

日常的な
つながりを通じた
地域づくり

柱２

困ったときでも
安心して暮らせる
体制づくり

柱 3

地域参加のための
環境づくり

目標 1 見守り主体による見守り体制の充実を目指します。

日常にある交流の場を人と人とがつながる機会と
捉え、誰もが参加しやすい居場所作りを進めます。

多様な人たちが地域で暮らしていることを学ぶ
機会をつくるとともに、困りごとを抱えた人への
理解を促進します。

支援分野を越えた連携により、切れ目のない
支援体制づくりを進めます。

気がねなく相談でき、どこに相談しても支援に
つながる体制づくりを進めます。

地域の課題の共有や解決のため、地域に関わる
様々な人や団体がつながるための取組を進めます。

持続可能な地域づくりのため、多様な主体が地域
の一員として活躍できるような取組を進めます。

誰もが地域の活動の運営に携わりやすくなる工夫
など、活動団体が継続して活動に取り組める環境
づくりを進めます。

見守り

目標 2
居場所
交流

目標 3 相互理解

目標 1 相談

支援体制目標 2

目標 3 話し合い

目標 1

目標 2
企業や法人
などの参画

地域の活動
の継続

地域と関わる
環境づくり

目標 3

11

　区全域計画は、区全域で取り組んでいく計画のため、住民や事業者なども含めた旭区のみな
さんが計画の主体となっています。第５期計画では、計画の主体を区民一人ひとりや地域組織、
関係機関、支援機関にわけています。
　計画の主体の内訳や計画における支援機関（区役所・区社会福祉協議会・地域ケアプラ
ザ）それぞれの強みは図 の通りです。

計画の主体

計画の主体と支援機関それぞれの強み図8

一人ひとり 旭区に住む人、
旭区に関わりのある人

地域組織
地区連合・自治会町内会、地区社会福祉協議会、
民生委員・児童委員、保健活動推進員、老人クラブ、
ボランティア、地域活動者　ほか

関係機関

地域子育て支援拠点 ひなたぼっこ 、児童家庭支援センター おお
いけ 、生活支援センター ほっとぽっと 、障害者地域活動ホー
ム、自立支援協議会、旭区市民活動支援センター「みなくる」、
障害児・者団体、福祉サービス事業所、医療機関、社会福祉法人、
NPO 法人、学校、施設、企業　ほか

区役所
部門ごとの専門的な相談支援を行います。また、区域の課題
解決のための取組や地域組織・関係機関の取組支援として体制
づくりや環境づくりといった基本整備を進めます。

区社会福祉協議会
支援が必要な方への対応から地域の課題を検討します。地域組
織や関係機関とのネットワークを活かし、課題解決に向けた
取組を地域主体で進められるよう支援します。

地域ケアプラザ
身近な福祉・保健の総合相談窓口として、相談支援を行います。
また、地域のつながりづくりや地域主体の課題解決に向けた支
援を行います。

支援
機関

支援機関は、「一人ひとり」「地域組織」
「関係機関」の取組を支援する役割が
あるから計画の主体としては関係機関と
分け、目標に対する取組内容も分 て記
載しているよ。
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１ 見守り

日常的なつながりを通じた地域づくり

　柱１では、日常のさりげない見守りを通して、ゆるやかにつながる地域を目指します。
　これまでみなさんがつくってきた交流の場や機会を大事にしながら、挨拶や買い物などの日
常の場面も大切な見守り・交流の機会として考えます。
　そのために、人と人とのつながりの基礎となるお互いの理解を深めるための取組を進めます。

・近所での交流範囲が狭くなる中で、地域がどのように見守りを行っていくかが課題。
・サロンなどの集いの場の充実に取り組んでいるが、より日常的な交流の場所がもっと
あると良い。
・ どもや高齢者、外国籍の方など、その人に合った安心できる場所が必要である。
・認知症や障害そのものの理解は広まっているが、生活の中でどのようなことに困って
いるか知られていない。
・地いきの人たちとかかわって仲よくなりたい（ジュニアボランティア　アンケートより）

柱１

区
民
の
声

区役所

適切な支援を適切な時期に提供
できるように、関係機関の連携
を強化し、見守りのネットワー
クを拡充します。

区社協

見守り活動推進のため、各地区
の見守り情報交換会などの機会
を増やし、見守りに携わる関係
者が連携しやすい環境をつくり
ます。

地域ケアプラザ

民生委員・児童委員や地区の関係
機関などとの連携を密に図りま
す。情報を共有し、必要時は迅速
に対応するなど、地域を見守る拠
点としての役割を担います。

一  人
ひとり

これまで行ってきた見守り活動を推進するとともに、ラジオ体操やあいさ
つ運動などの活動も見守りの機会として捉え、見守りの目を増やします。地域組織

や
関係機関

住民や地域組織、関係機関とともに日常の見守りを推進します。
支援機関

例えば 旭区徘徊 SOSネットワーク協賛店

隣人の様子を気にかけてみます。

目標 多様な主体による見守り体制の充実を目指します。

区内の商店などに協力いただき、一人で歩いている、様子が気になる方を見かけた際に声を
かけたり、警察・SOSネットワーク連絡機関に連絡したりする体制をつくっています。

目
標
に
対
す
る
取
組

企業や事業所、公共交通機関などが接客などの日常業務を通じて、地域の
見守りの目を増やします。

方向性

こどもの声も
入っているよ

区全域計画
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３

２

相互理解

居場所・交流

区役所

生活困窮や認知症、障害、外国
籍の方などの具体的な困りごと
への理解促進のために、講演会
の開催や広報物の作成などの取
組を進めます。

区社協

福祉教育やボランティアセン
ターの機能を活かし、若い世代
と活動団体や福祉施設との交流
を促進します。

地域ケアプラザ

世代を問わず、支えあいの活動
を身近に感じられるような機会
を提供します。

一  人
ひとり

身近な地域に多様な人がいることを地域の中で学ぶための機会づくりを
推進します。

地域組織
や

関係機関

地域の現状を踏まえた具体的な困りごとを学ぶ機会をつくります。

支援機関
例えば 福祉教育

自分たちのまちに様々な人たちがいることを知ります。

目標

区役所

孤立予防や健康づくりを目的と
した居場所づくりや健やかに過
ごせるための環境づくりの取組
を進めます。

区社協

雑談や相談をしやすい環境を地
域の中に増やしていくため、多
様な交流の場づくりを進める地
域の活動への支援を強化します。

地域ケアプラザ

地域ケアプラザ内外を問わず、
地域の場において居場所・交流・
健康づくりの場を展開します。

例えば

一  人
ひとり

散歩や買い物などを日常の交流・関わりの機会として捉え、住民同士の
つながりを増やします。地域組織

や
関係機関

誰もが参加しやすい日常の交流の機会づくりを支援し、身近な地域での
居場所づくりを進めます。支援機関

移動販売・移動スーパー

学校や地域、企業からの「福祉に関することを学びたい」という依頼に基づいて、福祉施設や当事
者団体、地域の方などに御協力いただき、プログラムの調整、講師の紹介などを行っています。

自宅のすぐ近くで買い物ができるようになることで、外出や、近所の人と定期的に顔を
合わせるきっかけになります。

通勤・通学やゴミ出しの際など、近所で挨拶・会釈をしてみます。
町内の回覧板、掲示板を気にしてみます。

地域の中で挨拶することを呼びかけます。

目標 日常にある交流の場を人と人とがつながる機会と捉え、
誰もが参加しやすい居場所づくりを進めます。

多様な人たちが地域で暮らしていることを学ぶ機会をつくるとともに、
困りごとを抱えた人への理解を促進します。

目
標
に
対
す
る
取
組

目
標
に
対
す
る
取
組

第
４
章
区
全
域
計
画
　
柱
１

14



１ 相談

困ったときでも安心して暮らせる体制づくり

　柱２では、困りごとを気軽に相談できるよう相談先の周知を進めるとともに、どこに相談を
しても必要な支援がきちんと届くように相談体制の充実を進めます。
　そのうえで、複数の分野にまたがる相談に対応するため、分野の垣根を越えた切れ目のない、
誰も取り残さない支援体制づくりを進めます。
　また、個人の困りごとから把握した地域の課題を共有し、解決につなげるため、地域に関わ
る様々な人や団体が話し合う取組を進めます。

・相談窓口を知らない、ハードルが高いと感じる人がいるため、相談しやすい環境
づくりが必要である。
・どこに相談しても適切な機関につながり、必要な支援を受けることができるよう、
関係機関の連携やネットワークの強化が必要である。
・地域組織と関係機関で課題を共有する場が多くあると良い。地域の中で話し合い、
協働して課題解決を目指す体制が必要である。
・人がわからなかったことがあったとき、たすけあえる町（ジュニアボランティア  アンケートより）

柱２

区
民
の
声

区役所

相談先を知ってもらうために、
支援機関、関係機関の相談窓口
や民生委員・児童委員など身近
な相談相手の活動を周知します。

区社協

活動団体や個人ボランティアなどの
つながりを活かし、課題の解決を支
援します。課題を解決するとともに、
地域の中での課題の発見・検討・解
決の仕組みづくりを促進します。

地域ケアプラザ

地域の身近な相談場所として高
齢者だけでなく、幅広く障害者
や子どもなどの相談を受け、関
係機関と連携し、迅速かつ的確
に必要な支援につなげます。

一  人
ひとり

困っている人を見かけたら、地域ケアプラザなどの相談窓口につなげます。地域組織
や

関係機関

住民や地域組織が日常的な関わりの中で得た気づきや相談について、早期
に適切な機関につなげられるよう支援します。

支援機関

例えば 地区民生委員児童委員協議会の定例会への参加

自分や家族のことで相談先が分からず悩んだときは、地域ケアプラザに
相談してみます。

目標 気がねなく相談でき、どこに相談しても支援につながる体制づくりを進めます。

民生委員・児童委員が把握する解決が難しい事例（経済的に困っている、家族が介護で疲れて
いるなど）について共有して、専門職が民生委員・児童委員と連携しながら対応を考えます。

目
標
に
対
す
る
取
組

困ったときのために、相談先や福祉制度について知っておきます。

地域の活動の訪問やチラシの配布により、相談先や福祉制度を周知します。

方向性

こどもの声も
入っているよ

区全域計画

自分から相談できない
人に気づき、声をかける
ことも大事だよね
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話し合い

支援体制

区役所

地域住民や関係機関だけでは解
決が難しい課題を話し合う場に
参加し、共に解決に向けた取組
につなげます。

区社協

地域の話し合いの場において具
体的な相談事例を共有する機会
をつくり、個別の困りごとを地
域の課題として柔軟に対応でき
る地域づくりを進めます。

地域ケアプラザ

地域住民が安心して生活できる
よう区役所や専門機関、民生委
員・児童委員などと日頃から情
報共有を大切にします。

一  人
ひとり

地域の困りごとや課題に気づき、解決に向けて地域住民が
話し合う場づくりを支援します。

地域組織
や

関係機関

話し合いの場に様々な世代の人や活動団体、関係機関を招いて、
地区のことについて話し合い、課題解決に向けて取り組みます。

支援機関
例えば 見守り活動報告会（連絡会、情報交換会　など）

周囲の困りごとや気になることを、自治会町内会や民生委員・児童委員、
老人クラブなどの地域組織や地域ケアプラザに話してみます。

目標

区役所

地域組織や関係機関、支援機関
が互いに協力し合えるよう、情
報交換をするなど顔の見える関
係づくりを支援します。

区社協

権利擁護事業や成年後見制度な
どに関わる支援者同士 お互い
を知る機会をつくり、連携体
制を強化します。

地域ケアプラザ

地域における専門機関や民間企
業、住民主体の活動などそれぞ
れの取組を把握し、連携への支
援を行います。

例えば

分野ごとの情報共有や課題の検討の機会を増やすとともに、他分野との
連携についても話し合います。地域組織

や
関係機関

個々の支援機関では解決が難しい複合化・複雑化した課題に対応するため、
分野を越えた連携体制づくりに取り組みます。支援機関

成年後見サポートネット

民生委員・児童委員の活動や食事会、サロン、ちょこっとボランティアなどの活動を通して
見守りをしている団体が集まり、日々の気づきを共有し、見守りの意識を高めています。

判断能力が不十分な人の権利を守るため、区域の権利擁護に関する課題の検討と、福祉・
行政・法律専門職などによる連携・ネットワークの機能強化について協議しています。

目標 支援分野を越えた連携により、切れ目のない支援体制づくりを進めます。

地域の課題の共有や解決のため、地域に関わる様々な人や団体が
つながるための取組を進めます。

目
標
に
対
す
る
取
組

目
標
に
対
す
る
取
組

第
４
章
区
全
域
計
画
　
柱
２

16



１ 地域と関わる環境づくり

地域参加のための環境づくり

　柱３では、自分らしく、いきいきと暮らし続けられるまちづくりに向けて、興味関心などをきっ
かけに地域と関わる環境づくりを進めます。
　また、企業や法人などの多様な主体が得意分野や専門性を活かし、支えあいの担い手として
活躍できる取組を進めるとともに、既存の団体が活動を継続できる環境づくりを行います。

・地域の活動の担い手不足が進んでいる。地域の活動に新しい人が入ってこない。
・防災や健康づくりなどは多くの人にとって関心が高く、住民が地域とつながるきっ
かけになる。
・就労・子育てなどの生活状況によって、地域の活動の担い手への参加が難しい場合がある。
・地元企業や福祉施設なども、地域の担い手となってもらえると良い。
・地域で、どのような活動がどこで行われているか知らないし、分からない。
・活動の立ち上げ方が分からない、立ち上げても継続が難しいとの声があり、活動
団体への支援が必要である。
・おまつりのてつだいに参加したい。（ジュニアボランティア  アンケートより）

柱３

区
民
の
声

区役所

区民の興味関心を踏まえた、
区民が地域とつながる機会を
増やします。

区社協

誰もが気軽に地域の活動に参加
できるよう、ボランティア活動
の内容をより充実させ、活動者
の「やりたいこと」とマッチす
るよう努めます。

地域ケアプラザ

多様な活躍の場に関する情報提
供や見学会の開催など、積極的
に取り組みます。

一  人
ひとり

地域住民が楽しみながら交流できるイベントを企画します。地域組織
や

関係機関

地域の魅力発信支援とともに、「やりたいこと」と「地域ニーズ」をマッチング
するなど、誰もが地域の活動に参加・参画しやすい環境づくりを進めます。支援機関

例えば あさひのつながり応援補助金

お祭りやどんど焼きなど地域のイベントや活動に参加してみます。

目標 興味関心をきっかけに、地域の活動への参加・協力や活動の
立ち上げの相談が気軽にできる環境づくりを進めます。

身近な地域の中で、誰もが楽しく参加できる活動をしてみたい、自分の好きなことや特技で
地域を元気にしたいなど、活動のきっかけを応援する補助金です。

方向性

目
標
に
対
す
る
取
組

趣味や特技を活かせるような地域の活動を探してみます。

防災や防犯、健康づくりなど、住民の関心が高い活動への参加を幅広く
呼びかけます。

こどもの声も
入っているよ

区全域計画
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地域の活動の継続

企業や法人などの参画

区役所

デジタルの活用支援などによる
活動団体の負担軽減や機能強化
のための取組を進めます。

区社協

小規模な活動や幅広い活動内容
を応援できる助成金の検討を進
めます。

地域ケアプラザ

幅広い年代に対して、既存の地
域の活動への参加や地域の人材
育成を支援します。

一  人
ひとり

活動内容の周知や補助金などによる活動団体への活動継続支援を行います。

地域組織
や

関係機関

短時間や単発の参加、活動の曜日や時間を工夫して参加できるようにする
など、地域の活動に誰もが参加しやすい環境づくりに取り組みます。

支援機関
例えば 周知・運営に関する支援

自分が得意とすること、好きなこと、活かせると
思うことで、地域の活動に協力してみます。

目標

区役所

持続可能な地域づくりのため、
企業や学校、法人など地域の多
様な主体が地域の一員として活
躍できるよう支援します。

区社協

地域の活動の活性化に向けて、
福祉施設や企業と連携しあえる
仕組みを検討します。

地域ケアプラザ

地域の活動のコーディネートお
よび活動の支援を積極的に行い
ます。

例えば

企業や法人なども地域づくりに関する住民同士の話し合いに参加し、顔の
見える関係づくりに取り組みます。地域組織

や
関係機関

企業や法人などが、住民と一緒に地域の活動の担い手として参画するため
の環境づくりを進めます。支援機関

あさひ支えあいプロジェクト（区社協施設分科会）

活動団体への補助金などの情報提供や地域に向けたイベント・団体の活動 PR方法を一緒に考えます。

区内の福祉施設で地域貢献のためのプロジェクトチームを立ち上げました。法人と地域組織
などとの連携事例集を作成し、企業や法人の参画のきっかけづくりを進めています。

目標 持続可能な地域づくりのため、多様な主体が地域の一員として
活躍できるような取組を進めます。

誰もが地域の活動の運営に携わりやすくなる工夫など、活動団体が
継続して活動に取り組める環境づくりを進めます。

目
標
に
対
す
る
取
組

目
標
に
対
す
る
取
組

地域の活動を様々な広報紙やホームページ、SNSなど様々な媒体で発信し
ます。

地域の活動について、地域
ケアプラザや旭区市民活動
支援センター「みなくる」に
聞いてみよう
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地区の具体的な取組
区全域計画 柱 1～３の具体的な取組イメージを実際の事例を使って説明します。

柱１ 相互理解

きぼうファーム　～一緒に楽しむことから深まる障害理解～

地域ケア会議 ～支援とはつながりをつくること～

柱２ 話し合い

　希望が丘南地区、希望が丘地区で取り組まれているきぼうファームでは、障害児者やその御家族が
地域の中で交流を深められるよう、地区センターや地域ケアプラザで交流会を年３回開催しています。
交流会では春はジャガイモほり、秋はサツマイモほり、そして冬はボッチャで体を動かしています。
　民生委員・児童委員や地区社会福祉協議会の方もボランティアとして参加し、企画から運営まで協
力し合いながら行っています。
　地域の方々の御協力のもと、参加者たちは自然体でのびのびと楽しみ、保護者同士の交流も広がっ
ています。交流会へのリピーター参加が多いことからも、この場が安心して過ごせる居心地の良い場
になっていることがわかります。
　一緒に楽しみながら交流する中で障
害への理解を深め、定期的に顔を合わ
せることで住民同士の顔の見える関係
づくりにもつながっています。また、
こうした相互理解や日常的なつながり
づくりを推進することが災害時の支え
合いにもつながってくると考え、地域
で取組んでいます。

きぼうファーム、支えあい連絡会（希望が丘地区、希望が丘南地区）関係団体

関係団体 地域ケアプラザ・民生委員・児童委員 ほか関係機関

　地域ケアプラザでは、住民からのご相談や困りごとに対して、介護保険などの公的な制度や専門的
な支援につなぐ場合もありますが、地域の皆さまと一緒に相談者への支援を考えることもあります。
その一つが「地域ケア会議」です。ケアマネージャー等の支援の専門家だけでなく、ご本人と関わり
のある地域の方にも参加していただく会議です。
　例えば、地域ケア会議で話し合った結果、認知症の相談者が道に迷った時のために、ご本人いきつ
けのお店とケアマネージャー、地域ケアプラザ間で連絡網を作ることにしました。立場を超えて連携
していくことで、いざという時にスムーズに支援を行えます。
　また、ヤングケアラーのお子さんについて話し合いました。頼れる大人がいない本人の孤立を防ぐ
ために、地域ケアプラザという場を活かしました。地域の方と知り合いになることや、ボランティア
活動に参加してもらうことで、親の介護以外の役割や生きがいを持つ
ことができるケースもありました。
　このように「地域ケア会議」では、地域の方にも参加してもらうこ
とで、当事者が地域とつながりを持つ可能性を模索します。困りごと
の解決だけではなく 、当事者と関わる地域の方々と話し合いながら、
本人が孤立しないよう地域ケア会議を通して「つながり」をつくるこ
とも大切です。

収穫の様子 交流会の様子

地域ケア会議の様子

コラム
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柱３

企業や法人などの参画

移動販売 ～事業者と地域による交流の場づくり支援～

あさひ支え合いプロジェクト
～施設の強みを活かした地域貢献～

　ガーデンテラス白根台団地では、週に 1 回スーパーの移
動販売を実施しています。
　移動販売を行う事業者は、買い物に不便な地域の買い物
支援だけではなく、移動販売の機会を活用し、暮らしやす
いまちづくりに向けた様々な取組を進めています。
　その一環として 2024 年・2025 年には、移動販売事業者、
自治会の移動販売運営ボランティア、白根地域ケアプラザ
と協働し、健康相談会を実施しました。　
　健康相談会は、移動販売事業者の職員（管理栄養士、薬
剤師）による栄養や薬の相談コーナーや、血管年齢チェック、
地域ケアプラザの職員による相談会が行われました。買い
物の合間に参加したり、待ち時間におしゃべりを楽しんだ
り、普段移動販売に来られない方も参加して、さまざまな
方の交流の場になりました。
　移動販売の機会を交流の場にしたいと地域側もかねてか
ら模索しており、その後の移動販売サロン「お休み処」の
活動にもつながりました。移動販売で買ったお弁当を食べ
たり、お茶を飲んでおしゃべりしたり気軽に誰でも参加で
き、交流と見守りの場になっています。

　あさひ支え合いプロジェクトは、旭区社会福祉協議会の
会員である約 80 施設による「施設分科会」での意見交換か
らスタートしました。福祉施設として、「地域のためにでき
ることはないか」継続して地域貢献の取組について検討を
行っています。地域住民だけでなく、支援機関、福祉施設
等、多様な主体の連携により「地域で安心して　自分らし
く暮らせるまち」を目指して、取組を進めています。これは、
SDGｓの目標とも通ずるものがあり、持続可能な社会を作っ
ていくうえで、欠かせない視点です。本プロジェクトでは、
各施設の強みを活かしてできることに取り組み、地域貢献
を果たしてくことを目指しています。

関係団体 移動販売事業者・ガーデンテラス白根台自治会・横浜市白根地域ケアプラザ

関係団体 旭区社会福祉協議会施設分科会

地域貢献活動を進めています

移動販売の様子

お休み処の様子

あさひ支え合いプロジェクト活動報告リーフレット
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第５章　地区別計画

　地区別計画は、日頃から地域において様々な活動を行っている地区連合・自治会町内会や地
区社会福祉協議会のメンバー、各地区の住民などの皆さんによって策定されています。
　地区ごとにどのような地域をつくりたいか検討し、各地区の「目指すまちの姿」、目指すまち
の姿に近づくための「目標」、各地区で行われている「主な取組」を計画の中にまとめています。

地区別計画とは

鶴ヶ峰地区 垣根のないまち／みんなにやさしい鶴ヶ峰

白根地区 ともに助けあい、ふれあう・支えあうまち白根

旭北地区 人と人、人と自然のきずなを大切に、包みあうまち

上白根地区 ともに声をかけ合い、ともに助け合い、ともに考え、ともに育ち、ともに生きる街

今宿地区 笑顔で支えあい、安心して暮らすことのできるまち今宿

川井地区 第５期きらっと川井プラン「みんなが、地元でつながり支えあう心豊かなまち川井」

若葉台地区 出会いふれあい支え合い　～気軽に声をかけあい相談できるまち～

笹野台地区 自治会単位で、近隣の皆さんの事をよく知り、助け合って地域が「住み良い街」
「困りごとを気軽に相談できる街」「お互いにゆるやかにささえあえる街」になれるよう努めます。

希望が丘地区 世代や環境を超えてコミュニケーションが自然と生まれるまち

希望が丘東地区 みんなで築く生き生き活力あるまち

希望が丘南地区 ご近所が仲良く声をかけ合い、安心して暮らせるまち

万騎が原地区 誰もが主役で、一人ひとりが輝けるまち

二俣川地区 みんなで住みやすい環境基盤を整え、地域の価値を
維持・向上していこう !

二俣川ニュータウン地区「住んで良かったと思える街ニュータウン」－誰もがともに、自分らしく安心して暮らせるまち－

旭中央地区 こころの見えるまちづくり

旭南部地区 みんなが安心して暮らせるまち、みんなで生きてゆくまちを、みんなで作ってゆこう !

左近山地区 活気ある左近山を未来につなごう

市沢地区 全世代の住民が生き活きと交流する町市沢

21

　旭区では、19 の地区ごとに地区別計画を策定しています。

地区の圏域

地区の圏域マップ図9

鶴ヶ峰駅

二俣川駅
希望が丘駅

三ツ境駅

保土ケ谷バイパス

相鉄
線

南万騎が原駅

旭区役所
横浜市旭区社会福祉協議会

旭区役所
横浜市旭区社会福祉協議会

上川井インター
横浜動物の森公園

新桜ヶ丘インター

鶴ヶ峰

白　根

旭　北

上白根

今　宿

川　井

若葉台

笹野台

希望が丘

希望が丘東

希望が丘南

さちが丘

万騎が原

二俣川

二俣川ニュータウン
旭中央

旭南部
左近山 市　沢

よこはま動物園
ズーラシア

こども自然公園

横浜厚木線

中原
街道
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福祉・保健に関する相談が
できる地域ケアプラザは
住んでいる場所ごとに
決まっているよ。
確認してみよう！

地域ケアプラザ紹介ページ
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　地域では、移動販売や子育てサロンなど様々な活動が行われています。こうした地域の活
動の中から生まれた様々な効果が、地域の困りごとの解決や住みやすいまちづくりの実現に
つながっています。

日々の活動と目指すまちの姿のつながり図10

日々の地域の活動と効果

健康でいきいき生活安心し
て

子育て

自分の
居場所が
ある 災害時の助けあい

まちの
美化

安心して介護
虐待
の

防止
ひとりで抱え込まない

地域で支えあい
安心して自分らしく暮らせるまち

地域で支えあい
安心して自分らしく暮らせるまち

日々の活動から生まれる効果

日々の活動（例）

目指すまちの姿

あいさつ運動

ラジオ体操高齢者昼食会

地域食堂（こども食堂）

防犯パトロール

登下校の見守りPTA活動ちょこっとボランティア活動

交流支えあい・見守りあい

地域への愛着顔の見える関係

健康づくり参加者の広がり相互理解

見守り活動 移動販売 お祭り 運動会

地域サロン 子育てサロン こどもの居場所

美化活動 募金活動 防災訓練認知症・障害理解講座

例えば地域食堂は
顔見知りをつくれるし
見守りあいの場所にも

なっているよ

人と人とがつながると
困ったときに助けあえる

まちになるね
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　「目指すまちの姿」に近づくためには、住民や地区に関わりのある一人ひとりが目指すま
ちの姿やそのために取り組まれていることについて知り、同じ方向を向いて協力していくこ
とが大切です。
　そのためには、地区の状況や各活動団体が取り組んでいることなどを共有する機会（地
区別計画推進会議 ）を定期的に持ち、どのような工夫や取組が大切か話し合うこと
で、今後の活動につなげていきます。

地区別計画推進会議と日々の活動について図11

地区ごとの取組と話し合い

目指すまちの姿目指すまちの姿

❶❶ ❸❸

❷❷

地区別計画推進会議取組の検討 振り返り

人と人との「つながり」が
もっと増えるといいな

地域全体で挨拶
しあえるといいね

自分の自治会の会議で、
地区別計画推進会議の内容を
報告したよ

住民の困りごとは
なんだろう？

挨拶する人が
増えたよ

次はどんなことが
できるかな？

清掃活動の時や
お買い物の時に
挨拶をしてみよう！

困りごとは解決に
向かっているかな？

顔見知りが増えたことで
助けあいの意識が広がっ
てきていると感じるよ

日常的な見守りあいが
やっぱり大切！

各地区のページを見てみよう！

日々の活動

第
５
章
地
区
ご
と
の
取
組
（
地
区
別
計
画
）
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垣根のないまち／みんなにやさしい鶴ヶ峰
高齢者・子供・障がい者・子育て世代・外国籍の方など様々な人とともに、
みんなにやさしく、安心・安全な鶴ヶ峰のまちにしていきます。

多くの人に参加してもらおう！みんなでワイワイ

●会いたい
（交流）

目標 A

目標 B

▶住民同士が触れ合う機会や企画を増やしていく
▶地域活動を通して会える機会を作る
▶地域の活動の楽しさを知ってもらい、多くの方に参加してもらう

●知りたい
（情報発信）

▶世代やニーズにあわせてコミュニケーション方法を検討していく
（インターネット、広報誌、口コミなど）
▶地域食堂、地域カフェ、運動会、夏祭り、どんど焼き、桜を観る
会など地域の活動の情報を発信していく

●つながりたい
（連携）

▶挨拶をすることで地域でのつながりを深めていく
▶様々な団体がよりよく連携できる方法を考えて、地域活動を盛り上げていく

担い手を増やそう！みんなでワッショイ

● 地域を支える全世代
～All Players ～

▶高齢者や子供も地域を支える大切なマンパワー
▶誰もが地域活動の主役

●新たな担い手
～New comers ～

▶イベントを通してきっかけ・つながりを作り、新しい関係性を築いていく

●多様な人材
～Diversity ～

▶インターネットを活用して、若い世代を巻き込む
▶得意なことで参加できる環境を作り、つながりを広げていく

地区連合・自治会町内会、地区社会福祉協議会、各部会など、
みんなで取り組んでいます。

鶴 ヶ 峰 地 区

推進体制

目標と主な取組
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地区ごとのページが 
19地区×２ページ⼊ります。 
作成中のため、鶴ヶ峰地区のみ
掲載しております。 目標 C 見守り支えあうまちづくり！みんなでスクラム

●助け上手・
　　助けられ上手

▶助けられたり、助けたり、おたがいさまの雰囲気づくり

●見守り上手・
　　見守られ上手

▶おたがいに「見守ってくれてありがとう」「またよろしくね」の声掛け
▶気楽に参加できる活動を増やして、見守りにつなげる
▶隣近所で見守り声掛けを進め、手を上げやすい環境をつくる

●伝え上手・
　　受け取り上手

▶世代や個人に合った多様な情報収集・伝達により取り残される人を作らない
▶地域活動が分かりやすいように情報を発信していく

主 な 取 組

希
望
が
丘
東

希
望
が
丘

笹
野
台

若
葉
台

川

　井

今

　宿

上
白
根

旭

　北

白

　根

鶴
ヶ
峰

26



第６章　計画の推進

推進

　「きらっとあさひプラン」は、区民一人ひとり・地域組織や関係機関・支援機関（区役所・区社協・
地域ケアプラザ）などの多様な主体が取り組む計画であり、主体ごとに様々な取組が行われています。
　計画を推進していくためには、目標に対する取組状況や課題の認識を定期的に共有し、現状に対
する共通認識を得ることが重要です。

　区全域計画では、区役所・区社協・地域ケアプラザが事務局として、計画全体の策定・推
進にかかる進行管理や区域での課題の共有などを行います。
　福祉保健活動団体の代表者及び学識者などで構成される旭区地域福祉保健推進会議に計画
の推進状況を報告し、いただいた御意見や協議結果などをその後の方向性や取組などに反映
させていきます。

2 推進体制

1 基本的な考え方

きらっとあさひプランの推進体制図 12

旭区地域福祉保健推進会議

きらっとあさひプラン
地区別計画 区全域計画

一人ひとり

関係機関

地域組織

●区役所 ●区社協 ●地域ケアプラザ

地区別支援チーム

地区別計画策定・推進組織

老
人
ク
ラ
ブ

保
健
活
動
推
進
員

福
祉
施
設
職
員

地
区
連
合
・

自
治
会
町
内
会

地
区
社
会

福
祉
協
議
会

民
生
委
員
・

児
童
委
員

ヘ
ル
ス
メ
イ
ト

学
校
関
係
者

報告
策定・推進

総合
調整

連絡調整・支援

協
働

区全域計画

　地区別計画では、地区連合・自治会町内会や地区社会福祉協議会といった地域組織、学校や福
祉施設といった関係機関などが、計画推進の主体（地区別計画策定・推進組織）となります。そ
の構成員は地区によって異なります。
　地区の「目指すまちの姿」の実現や目標達成に向けて、推進状況の把握、課題の共有や取組の
検討などを行います。（詳細は、24ページ「地区ごとの取組と話し合い」を参照）

地区別計画

﹇
事
務
局
﹈

●
区
福
祉
保
健
課  
●
区
社
協
●
地
域
ケ
ア
プ
ラ
ザ

支援機関
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推進状況の確認

　区全域計画は、支援機関の取組状況について、毎年度振り返りを行います。
　計画期間２年目に第５期計画に関するアンケート調査を行い ３年目に行う中間評
価では、アンケート調査の結果を参照し、取組の内容に応じて計画の推進状況に関する中
間評価を行います。

　地区別計画は、地域と地区別支援チームが、各地区での取組について地区別計画推進会議
等で毎年振り返り、次年度の取組の方向性等を確認します。
　また、計画２年目と４年目には計画の推進状況の進捗について確認し、今後の計画推進の
方向性や見直しを行うとともに、次期地区別計画の検討に活用します。その際、支援機関に
対する御意見を頂戴し、区全域計画の中間評価、次期計画の策定に反映します。

2 地区別計画の進捗確認

1 区全域計画の中間評価

第５期計画期間スケジュール図 13

地
区
別
計
画

区
全
域
計
画

2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度

地区別計画推進会議等（毎年度）

進捗確認 進捗確認・第６期計画検討

各年度　振り返り（支援機関の取組）

区民向け・関係団体向け
アンケート 第６期計画内容検討

中
間
評
価

第６期
計画開始

支援機関への意見 支援機関への意見

一歩、一歩、
方向を確認しながら、
前に進んでいこう！ 基本理念
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第７章　資料編

第５期計画の策定経過

令
和
６
年
度

年
度 月

令
和
７
年
度

5

6

7

8

9

10

12

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

区全域計画 地区別計画

第１回地域福祉保健推進会議（５月 24日）

第１回地域福祉保健計画策定検討部会（６月 28日）

第２回地域福祉保健計画策定検討部会（10月 17日）

第２回地域福祉保健推進会議（２月 27日）

第１回地域福祉保健推進会議（８月 日）

第２回地域福祉保健推進会議（11月 20日）

第５期きらっとあさひプラン　公表

第３回地域福祉保健計画策定検討部会（11月 21日）

第４回地域福祉保健計画策定検討部会（５月 23日）

第５回地域福祉保健計画策定検討部会（７月 24日）

ジュニアボランティアアンケート

計
画
骨
子
案
検
討

素
案
検
討

原
案
検
討

骨子案確定

素 案 確 定

原 案 確 定

区民意見募集
（9月 11日～10月 19日）

第４期
地区別計画
振り返り

第５期
地区別計画
策定

関係団体ヒアリング
対象：11団体

4

65

地域福祉保健推進委員及び策定検討部会委員名簿

地域福祉保健推進委員会

所属氏名 所属氏名

所属氏名 所属氏名

旭区医師会岡田　孝弘
旭ケアマネット洪　正順
旭区保健活動推進員会齊藤　由紀子
旭区社会福祉協議会ボランティア分科会酒井　むつ子
旭区連合自治会町内会連絡協議会渋谷　八郎
旭区地域自立支援協議会白鳥　基裕
旭区民生委員児童委員協議会鈴木　敦子
旭区地域子育て支援拠点　ひなたぼっこ中村　廣子

神奈川県立保健福祉大学中村　美安子
　弥生苑西山　宏二郎

旭区障害児者団体連絡会林　正男
旭区訪問介護事業所連絡会細川　佳宏
旭区保健活動推進員会水谷　三枝子
旭区社会福祉協議会渡　　多喜男

（代理：峰松　雅子）

社会福祉法人　大樹山本　一郎
旭区老人クラブ連合会和田　栄一

五十音順・敬称略

【以上計 1  名】

五十音順・敬称略

【以上計 15名】

旭北地区社会福祉協議会飯塚　ひろみ
旭区地域自立支援協議会精神連絡会小野　聡
旭ケアマネット清宮　智美

ハートフル・ポート五味　真紀
上白根地区民生委員児童委員協議会
相鉄ホールディングス株式会社

鈴木　載代

二俣川ニュータウン地区
民生委員児童委員協議会

鈴木　洋光
土屋　佳世

希望 丘東地区連合自治会永井　正彦

神奈川県立保健福祉大学中村　美安子
旭区地域自立支援協議会
旭区老人クラブ連合会

新倉　朋矢
二ノ宮　哲夫

神奈川病院早間　文穂
旭区保健活動推進員会
独立行政法人 都市再生機構

水谷　三枝子
山地　将人

旭区老人クラブ連合会和田　孝

策定検討部会

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

第
７
章
資
料
編

66

17

峰松　 雅子

旭区社会福祉協議会



　第５期 策定にあたって、地域福祉保健推進会議及び策定検討部会のメンバーからご
意見を頂戴するとともに、区内の様々な関係団体やお子さん・区民の からたくさん
のご意見をいただきました。
　第５期 は、みなさ からいただいた御意見を基に策定しています。

いただいた御意見

関係団体ヒアリング

●ヒアリング対象団体
地域活動者・団体ひまわりの会（認知症啓発）、親と子のつどいの広場、みなまきラボ、

旭日本語ボランティア、あさひみらい塾卒業生
関係施設・機関保育園、旭区地域子育て支援拠点ひなたぼっこ、

放課後学童クラブ、よこはま西部ユースプラザ
関係企業 ２社（移動販売実施事業者等）

●ヒアリング内容
①「地域で支えあい安心して自分らしく暮らせるまち」をつくるために、今後、どのよう
な取組を継続していくのか、力を入れていくのか。

　②「旭区をどのような地域にしていきたいか」、「日々の活動の中で課題に感じていること」、
　　「支援機関（区・区社協・地域ケアプラザ）に対するご意見」

区民意見募集

●実施期間
令和７年９月 11日（木）から 10月 19日（日）まで
●質問内容
① 旭区や自分の暮らすまちがどのようなまちになってほしいですか。
② そのために、ご自身（または所属の団体・組織）でどのようなことができそうですか。
③ 計画全体についてのご意見があれば回答をお願いします。

●回答件数
171 名の回答（意見総数 373件）

ジュニアボランティアアンケート

　ジュニアボランティア体験事業に参加した旭区内の小学５・６年生
154名から、どんなまちに暮らしたいか教えてもらいました。 詳細はこちら

詳細はこちら
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地域のイベントに
積極的に参加し
地域活性化に
寄与したい

子育てしやすい、
子育てしたいと思えるまちに
なってほしい

困った時に相談する人が
身近にいるまちに
なってほしい

孤独を感じない
地域になってほしい。

高齢者、障害者に優しく
安全にして楽しく暮らせる
まちにしたい。

どの場所へ行っても、
コミュニケーションを
大切にしたい。

特に高齢化が進む中で、
今後の発展や持続可能な
まちづくりを伝えてほしい

旭区は高齢者が多いので、
高齢者の計画も多いことかと思いますが、
子育て世帯が増えると活気付くと思うので、
その世代にもアピール
できればいいと思います。

地域の人達が楽しめる
イベントがたくさん
あると良い

防犯パトロールと
健康ウォーキングを
一緒に出来たらよいです

私たち一人ひとりにできることが
書いてあることで、
自分もまちの担い手であり、
できることがあると
感じることができました。

地域交流の場を作ってもらえると、
私みたいなまだ横浜市に来て浅い人も
旭区を身近に感じられます。

障 を持っている人が一
人暮らしを始めて困らな
い街

困ったことがあるときは、
問題の大きさに関わらず、
周囲に相談したり、
頼ったりできる場所があると
よいと思います。

知らない者同士でも
笑顔であいさつできる
余裕のあるまち

地域ケアプラザでいろんなことを
企画してくれているけれど、
知らない人が多い。
自治会や老人クラブなどの活動を
している人を通して
もっと宣伝できるといいと思う。

子供が安心して
過ごせるまちになってほしい。
大人も不公平と感じることなく
過ごせるまちになってほしい

笑顔やあいさつが
たくさんのまち！

みんながみんなを
大切にしている町

みんなで楽しく
くらせるまち
みんな仲がいい
笑顔いっぱいのまち

地域における
介護予防活動の
拡大の推進が必要。

企業と地域の
連携マッチングを
強化する。

異変に気がついたときのつなぎ先が
周知されていないのが課題かも

お寄せいただいた
ご意見

沢山のご意見をお寄せいただき
ありがとうございました！
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人口推計データ

詳細はこちら

福祉教材

横浜市の小中学校では福祉をテーマにした授業が行われています。授業
を通して、子どもたちに地域福祉に興味をもってもらえるよう、地域福
祉保健計画に 資料を作成しました。（資料内容は 71ページへ）

詳細はこちら

用語集

計画冊子内に出てきた用語の解説をホームページにて掲載しています。

区域データ

69

○○データ

○○データ

○○データ
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人とのつながりを大切にして、赤ちゃんからお年寄り、
障害のある人、外国の人もみんなが暮らしやすい地域を
目指しているんだ。
地域の中にはどんな人が住んでいるのかな？
みんなの住んでいる地域にはどんな活動があるのかな？

ま 標ち の 目 地域で支えあい、安心して自分らしく暮らせるまち旭区をつくろう

旭区社会福祉協議会キャラクター「あさひ丸」

ひと たいせつ あか としよちいき

しょうがい ひと くがいこく

めざ

ひと ちいき

ちいき

ちいき かつどう

なか ひと す

す

もく ひょう ちいき ささ あんしん じぶん く あさひく

あさひくしゃかいふくしきょうぎかい まる

○○小学校

あさひくしゃかいふくしきょうぎかいあさひくしゃかいふくしきょうぎかいあさひくしゃかいふくしきょうぎかい

○○小学校

困ったわ

家の近くで
助かるわ

まちの安全を守るぞ！

おはよう
ございます！

気をつけて

なんていったの？

ここに来ると
みんなに会えて
うれしいわ

帰り道が
わからない
どうしよう？

だれかの役に
立つといいネ

お元気でしたか？

自分たちに
できることって
なんだろう？

 お留守
かしら・・・？

みんなの

地域食堂・こども食堂

地域をくわしく
見てみると
いろんな人が
住んでいるね。



令和８年３月
横浜市旭区役所・社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会・旭区内地域ケアプラザ

地区別計画策定・推進組織
横浜市旭区役



2026-2030年度

鶴ヶ峰地区
川島町 三反田町
鶴ケ峰一丁目 鶴ケ峰本町一丁目
鶴ケ峰二丁目 鶴ケ峰本町二丁目
西川島町 鶴ケ峰本町三丁目
小高町の一部

鶴ヶ峰地区は、鶴ヶ峰駅周辺の商店街と周辺の住宅地、南部の市街化調整区域
により構成されており、区民生活の要所です。また、障がい者・高齢者・子ども等
の福祉施設が多く立地しています。

鶴ヶ峰

きらっとあさひプランを
みんなで話し合い、確認しながら
取組を進めることが大切なんだね！

　　一つひとつの取組が
「安心して自分らしく暮らせるまち」
　　につながっているよ♪

区全域 計画地区別 計画
旭区全体の課題
を解決するための取組

地区の取組を
支える取組

地区の課題
を解決するための取組

日常的なつながりを通じた
地域づくり

日常的なつながりを通じた1 困ったときでも安心して
暮らせる体制づくり
困ったときでも安心して2 地域参加のための

環境づくり3

旭区地域福祉保健計画の愛称です。
身近なまちに知り合いが増え、
安心して自分らしく暮らせるまちにするための計画です。

旭区役所、旭区社会福祉協議会、地域ケアプラザが
地域の皆さんとともに取り組みます。

お互いの理解を深め、さり
げない見守りや日常の交流
を通したゆるやかにつなが
る地域を目指します。

どこに相談をしても必要な
支援につながる体制をつくり
ます。課題解決に向けて様々な
人や団体で話し合います。

誰もが気軽に地域と関われて、
企業や法人なども活躍でき、
既存の活動も続けやすい、
環境づくりを進めます。

地域で支えあい 安心して自分らしく暮らせる まち旭区をつくろう
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　　　横浜市旭区役所・社会福祉法人横浜市旭区社会福祉協議会・旭区内地域ケアプラザ、地区別計画策定・推進組織

ってなぁに？

きらっとあさひプランの
詳細はこちら

75 歳以上の人口は～～。
14歳以下の人口は～～。

今後の人口の変化予想
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垣根のないまち／みんなにやさしい鶴ヶ峰
高齢者・子供・障がい者・子育て世代・外国籍の方など様々な人とともに、
みんなにやさしく、安心・安全な鶴ヶ峰のまちにしていきます。

多くの人に参加してもらおう！みんなでワイワイ

●会いたい
（交流）

目標 A

目標 B

目標 C

▶住民同士が触れ合う機会や企画を増やしていく
▶地域活動を通して会える機会を作る
▶地域の活動の楽しさを知ってもらい、多くの方に参加してもらう

●知りたい
（情報発信）

▶世代やニーズにあわせてコミュニケーション方法を検討していく
（インターネット、広報誌、口コミなど）
▶地域食堂、地域カフェ、運動会、夏祭り、どんど焼き、桜を観る
会など地域の活動の情報を発信していく

●つながりたい
（連携）

▶挨拶をすることで地域でのつながりを深めていく
▶様々な団体がよりよく連携できる方法を考えて、地域活動を盛り上げていく

担い手を増やそう！みんなでワッショイ

● 地域を支える全世代
～All Players ～

▶高齢者や子供も地域を支える大切なマンパワー
▶誰もが地域活動の主役

●新たな担い手
～New comers ～

▶イベントを通してきっかけ・つながりを作り、新しい関係性を築いていく

●多様な人材
～Diversity ～

▶インターネットを活用して、若い世代を巻き込む
▶得意なことで参加できる環境を作り、つながりを広げていく

見守り支えあうまちづくり！みんなでスクラム

●助け上手・
　　助けられ上手

▶助けられたり、助けたり、おたがいさまの雰囲気づくり

●見守り上手・
　　見守られ上手

▶おたがいに「見守ってくれてありがとう」「またよろしくね」の声掛け
▶気楽に参加できる活動を増やして、見守りにつなげる
▶隣近所で見守り声掛けを進め、手を上げやすい環境をつくる

●伝え上手・
　　受け取り上手

▶世代や個人に合った多様な情報収集・伝達により取り残される人を作らない
▶地域活動が分かりやすいように情報を発信していく地区連合・自治会町内会、地区社会福祉協議会、各部会など、

みんなで取り組んでいます。

鶴 ヶ 峰 地 区

主 な 取 組

推進体制

目標と主な取組



第５期きらっとあさひプラン
評価・振り返りについて

旭区地域福祉保健計画事務局

（区役所・区社協・地域ケアプラザ）

資料６



（１）評価の目的

2

取組の推進状況を、

計画の目標と照らし合わせながら確認し、

必要に応じて取組の方向性を修正（改善）することで、

より効果的な計画推進 につなげる。

取組が基本理念の
「安心して自分らしく暮らせるまち」
につながっているか確認しよう♪

目標に対して、
どんな取組が行われているかな？



評価により、
改善の方向性を

示すことが大切だね

（２）評価の位置づけ

3



第４期計画の評価について

区役所・区社協・地域ケアプラザの取組状況を把握（毎年）

効果を計る手段がない 課題に関する項目がない

取組の客観的・量的・適切な評価・分析が難しい
課
題

一つの取組が複数の目標（目指す姿）につながる場合もある

地区別計画を支える視点が不十分

⇒取組経過シートに「実施した取組」「次年度の取組予定」を記載

課題に感じていることが分かりにくい

どう評価しているの？

この計画って進んでいるの？

現
状

ACTION（改善）につながりにくい改善の方向性が見えにくい

（３）区全域計画

4



第５期計画の評価で求められること

改善ACTION

（３）区全域計画

取組によって得られた効果を把握ができる。

取組の把握が評価において有効なものとなっている。
＝現状の課題が把握できる。

取組の状況を量的・質的側面から把握することができる。

量（数）と質（意見）
の両方が大切だね

評価方法を見直し、必要なデータや意見を集める

推進の全体像を把握し、定性評価によって方向性を示す

5



＋ 「地域課題」「取組が課題解決につながったか」「工夫した点」 を追加

区役所・区社協・地域ケアプラザによる取組状況
の自己評価（毎年）

⇒取組経過シートに「実施した取組」「次年度の取組予定」を記載

地区別計画推進組織へのアンケートを実施（推進２年目）

⇒計画を進めるにあたって困難と感じていることを確認

第５期計画の評価方法

計画PLAN

対象 区民、地域活動者、地区別計画推進組織、関係機関 など

区民等へのアンケートを実施（推進２年目）

⇒柱ごとの目標に関する取組内容や主観的な評価を確認

効果の把握 量・質

地区別計画の支え

量・質 効果的な振り返り

（３）区全域計画

6



例）取組は一定程度行われており、○○などの工夫がされており、○○が進んでいる
と言えるが、今後は○○において○○の点などに工夫の余地がある

支援機関の自己評価

記載の根拠

アンケート等

アンケート等

取組は一定程度行われており、 ○○などの工夫がされており、○○が進んでいると言えるが、

○○において○○の点などに工夫の余地がある

例）取組は一定程度行われており、○○などの工夫がされているが、○○において
○○の点などに工夫の余地がある

支援機関の自己評価

支援機関の自己評価

○○を目的とし、○○の取組を実施した

評価の例 Before

After

7



（４）地区別計画

取組経過シートによる取組状況の振り返り（毎年）

⇒取組経過シートによる振り返りを依頼し、「実施した取組」「次年度の取
組予定」を確認

第４期計画

第５期計画

取組経過シートによる取組状況の振り返り（推進２年目・４年目）
振り返り自体は、毎年度依頼。
⇒取組経過シートによる振り返りでは
「実施した取組」・「次の３年間でやってみたいこと」 を確認

シートの提出ではなく、振り返りにおける話し合いを重視。
目標に対して近づいたか（取組が進んだか・広まったか）、何が良かったか、
今後どこに力を入れたいか（ACTION・改善）の視点で話し合いを依頼予定。

負担感……

変更の理由

8



（５）中間評価までの流れ

支援機関の自己評価

区民の意見

地区別計画推進組織の意見

関係機関の意見

地域活動者の意見

現状把握 地福事務局

各種結果を基に、
中間評価案を

作成

区役所・区社協・
地域ケアプラザ

推進会議

中間評価案に関し、
意見

中間評価

いろいろな視点からの
意見やデータをもとに、

計画を評価するよ量的な指標・データ

アンケート

取組経過シート

主な把握手段

9



（７）スケジュール
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